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令和４年度障害福祉サービス等処遇改善加算実績報

告書の提出について（通知）  

  

 平素より、当市障害者福祉行政につきまして御協力いただきあ

りがとうございます。  

 さて、標題の件につきまして令和４年度（令和４年４月～令和

５年３月サービス提供月）に処遇改善加算等を算定している事業

者は、実績報告書を提出していただく必要があります。  

つきましては、下記のとおり実績報告書を御提出ください。  

 

記  

１  実績報告書の提出が必要な事業所  

  令和４年度福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算

及びベースアップ等支援加算を算定した事業所  

   

 

２  提出書類  

 （必須書類）  

①障害福祉サービス等処遇改善実績報告書（令和４年度）  



（様式第 3-1 号）  

②福祉・介護職員処遇改善実績報告書  福祉・介護職員等特  

定処遇改善実績報告書（施設・事業所別個表）  

（様式第 3-2 号）  

③福祉・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書（施設・  

事業所別個表）（様式第 3-3 号）  

（必要に応じ提出）  

④職員分類の変更特例に係る実績報告（別紙様式 3-4）  

 

様式の掲載場所・提出先  

川越市ホームページ→健康・福祉→福祉・介護  

→障害者福祉→【事業者向け】障害福祉サービス等

処遇改善  

 

 

提出は同ページ内の「障害給付担当宛て提出書類電子窓口」から  

電子申請にてお願いいたします。  

  

 

３  提出期限及び提出方法  

（１）提出期限  

   令和５年７月３１日（月）  

 

（２）提出方法  

電子申請による提出  

（上記リンクから提出用ページへ進むことができます）  

   ※法人で事業所を一括して処遇改善計画書を提出してい  

る場合は、指定を受けている各都道府県及び市へ実績  

報告書を提出してください。  

 



４  留意事項  

  ・費用弁償的に支払ったもの、労働の対価ではなく恩給的（結婚祝

金等）に支払ったもの等は賃金改善額として認められません。  

・処遇改善加算等を算定するには「賃金改善所要額」≧「処

遇改善加算総額」が要件になっています。  

   仮に、実績報告書において「賃金改善所要額」＜「処遇改

善加算総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に改

善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。  

  ・加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額

返還となります。  

（「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ」

問１９、問２０（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課事務連絡））  

 

 

５  問い合わせ先  

川越市  福祉部  障害者福祉課  障害給付担当   

TEL： 049-224-6312（直通）  

E-mail： shogaisha★ city.kawagoe.lg. jp   

 


